
 

様式第１号（第５条関係） 

会議概要 

会 議 の 名 称 令和４年久喜市選挙管理委員会第１３回 

開 催 年 月 日 令和４年９月１日（木） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午前９時００分から午前９時４４分 

開 催 場 所 久喜市役所 第６会議室 

議 長 氏 名 飯島 光 委員長 

出席委員（者）氏名 

飯島 光 委員長 

森田靜也 委員長職務代理 

飯田一夫 委員 

欠席委員（者）氏名 橋本 勉 委員 

説 明 者 の 職 氏 名 選挙係長 廣瀨哲也 

事務局職員職氏名 

選挙管理委員会事務局長 大越政実 

選挙管理委員会選挙係長 廣瀨哲也 

選挙管理委員会選挙係 担当主査 染谷 匠 

選挙管理委員会選挙係 書  記 林 優彦 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 報告 

４ 委員長提出議案の上程 

５ 提案理由の説明 

６ 議案に対する質疑 

７ 討論・採決 

８ 諸報告 

９ 閉会 

配 布 資 料 証票に関する参考資料 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 ０人 



様式第２号（第５条関係） 

 

審議会等会議録 

発言者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

１ 開会 

２ 会議録署名委員 飯田一夫 委員 

３ 報告 

 

報告第６号 参議院議員通常選挙の結果について 

報告朗読 

 令和４年７月１０日執行の第２６回参議院議員通常選挙の結果について報告す

るものです。 

 

報告に対する質疑 

質疑なし 

 

４ 議案の上程 

５ 提案理由の説明 

６ 議案に対する質疑 

７ 討論・採決 

 

議案第６６号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第６７号 選挙人名簿から抹消することについて 

議案朗読 

参考までに、地区別に申し上げますと、久喜地区、第１投票区から第１８投票区

は、５７，６５８人、菖蒲地区、第１９投票区から第２５投票区は、 

１６，２１０人、栗橋地区、第２６投票区から第３２投票区は、２２，６６１人、

鷲宮地区、第３３投票区から第４０投票区は、３１，８２７人となります。 

今回の選挙人名簿登録者数は、前回７月９日に議決しました参院選の前日抹消と

比較して、男６９人増の６３，７８９人、女７４人増の６４，５６７人となり、総

計１４３人増の１２８，３５６人となります。 

＜新規登録者名簿と抹消者名簿を供覧＞ 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

 

 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

事務局 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

飯田委員 

事務局 

委員長 

議案第６８号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて  

議案第６９号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

議案朗読 

＜在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録者の戸籍等の変更等について

（通知）を供覧＞ 

今回の登録・抹消で、在外選挙人名簿の登録者数は、男性２４人、女性４４人、

総計６８人となります。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第７０号 裁判員候補者予定者を選定するくじの方法について 

議案朗読 

 さいたま地方裁判所から本市に対する裁判員候補者の割当員数等の通知に基づ

き、候補者名簿を調製するものです。今回、久喜市には１７９人の割り当てがあり

ました（昨年度は１９７名）。くじの方法については、最高裁判所から配布された

名簿調製プログラムを使用し、電子計算機により選定を行います。また、このてん

末を記載した選定録を作成します。 

 

議案に対する質疑 

１７９名をくじで選定した後の候補者抽出方法については。 

久喜市に割り当てられた１７９名をくじにより選定し提出します。 

その後の事務は、裁判所の所管になります。 

 

原案どおり決定 

 

議案第７１号 検察審査員候補者予定者を選定するくじの方法について 

議案朗読 

 さいたま第一検察審査会及びさいたま第二検察審査会の各事務局長からの検察

審査員候補者の割当員数等の通知に基づき、候補者名簿を調製するものです。今回、

久喜市には１３人ずつの割り当てがありました（昨年度と人数変更なし）。くじの

方法については、裁判員候補者予定者選定の名簿調製プログラムを使用し、電子計

算機により選定を行いますが、久喜市は検察審査会の管轄が二つありますので、そ

れぞれ選定を行います。また、このてん末を記載した選定録を作成します。 

 

議案に対する質疑 

Ｗｉｎｄｏｗｓ７は、サポートが終了していますが大丈夫ですか。 

ネットワークから切り離されたパソコンを使ってくじを行います。 

原案どおり決定 



 

事務局 

 

 

 

委員長 
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事務局 

飯田委員 
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委員長 

 

 

 

議案第７２号 裁判員候補者予定者の選定のくじを行うべき日時及び場所について 

議案朗読 

 裁判員候補者予定者の選定のくじは、９月１６日（金）午前９時から、久喜市役

所第６会議室で行います。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第７３号 検察審査員候補者予定者の選定のくじを行うべき日時及び場所について 

議案朗読 

 検察審査員候補者予定者の選定のくじは、９月１６日（金）午前９時１５分から、

久喜市役所第６会議室で行います。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第７４号 政治活動用立札及び看板の類の証票の有効期限を定めることについて 

議案朗読 

政治活動用立札及び看板の類を掲出するためには、選挙管理委員会の発行する証

票を貼る事と公職選挙法に定められております。 

この証票の有効期限は４年前に議案にかけさせていただいて、２０２２年１２月

まで有効としており、今回も前回と同様に４年間有効として、新たに令和８年１２

月までの証票を発行するものです。 

 

議案に対する質疑 

全員に証票を交付するのですか。 

証票が必要な方のみ書面で申請をいただき交付します。 

1人１枚ですか。後援団体の場合は、一候補者に複数の団体が存在することもあり

得ますが。 

交付枚数は、公職の候補者等１人につき６枚、同一の公職の候補者等に係る後援団

体の全てを通じて６枚までとなっております。 

また、一つの敷地に設置できる看板は２つまでと決められています。 

なお、６枚の証票の使い方に制限はなく、例えば、６箇所に分けて設置することも

可能だし、３箇所に２つずつ設置することも可能になっています。 

原案どおり決定 
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委員長 

 

８ 諸報告 

令和４年９月定例会議 

再開：８月３１日(水)～９月３０日(木) ３１日間 

日程：一般質問 ９月６日（火)・ ７日（水） 

９日（金）・１２日（月） 

議案質疑、予算決算常任委員会  ９月１４日(水) 

総務財政市民常任委員会・分科会 ９月１５日(木) 

 

９ 閉会 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

令和 ４ 年１２月 １ 日 

委 員 長  飯 島  光 

署名委員  飯 田 一 夫 

 


